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第 14 章 準備書についての環境の保全の見地からの意見の概要 

     「（仮称）株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業に係る環境影響評価準

備書」（令和 4 年 4 月、株式会社シタラ興産）に関し、「埼玉県環境影響評価条例」第 6 条及び

8 条の規定に基づき、縦覧を行い、環境の保全の見地からの意見を有する者から意見が 2 通提

出された。その意見の概要は表 14-1(1)～表 14-1(3)に示すとおりである。 

 

 

表 14-1(1) 意見の概要 

項目 項 意見の概要 

事業計画全般 

－ 

 この地区は産廃業者が集中している。設楽さんの現状の処理が今度
の工場ができることにより何倍になるのか疑問を持った。一つの地域
に集中するのはよくない。今度の工場をさらに増設あるいは近隣にさ
らに作っていくことはないのか。将来に心配がある。 

説明会資料 

－ 

ページ 3～4 
 長期平均濃度の基準値と短期高濃度予測の基準値の値が相違する
が、何故なのか？基準は一定ではないのか？基準値の法的根拠を示し
てください。 
 騒音の基準等が 85 となっているが、単位はなにか？「85」は非常
に大きな騒音であると思うが、こんな高い値の騒音の基準があるの
か？「85」の法的根拠を示してください。 

 － 
ページ 6 
 臭気の基準等の単位はなにか？法的根拠を示してください。 

 

－ 

ページ 9 
 焼却灰・飛灰 10,405t/年発生すると記載されているが、年間におい
て焼却処分する廃棄物量はどのくらいになるのか？ 
 温室効果ガス等の排出量 89,068t とあるが、これは年間か、日間
か？ 

 

－ 

説明会場において代表取締役設楽竜也氏から、「・・・ふたりの子供を
かかえている。当施設が迷惑施設とならないように 100 億円かけて対
応して行きたい・・・」との発言がありました。100 億円は、公害防
止・環境保全のみに投資する金額なのでしょうか？ 

 

－ 

41.5ｍの煙突から排出される物質の最大着地濃度出現距離は、約
800ｍとのことでしたが、算出根拠となる計算書をお示しください。 
 排ガス温度、排ガス流量、有効煙突高等初心者にも理解できるよう
御配慮下さい。 

 － 「レガリア」の意味をお知らせ下さい。 
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表 14-1(2) 意見の概要 

項目 項 意見の概要 

事業計画全般 

序章 

序-5 ページ 
（1）焼却処理する廃棄物として、「金属くず、ガラスくず、コンクリ

ートくず及び陶器くず」とあるが焼却可能か？ 
（2）「汚泥」の発生業種は？ 
（3）「感染性廃棄物」の具体的物品名は何か？ 
（4）「廃油」の発生業種は？ 
（5）「廃酸」の発生業種は？ 
（6）「廃アルカリ」の発生業種は？ 
（7）「がれき類」の発生業種は？「がれき類」の発生場所については、

福島原発事故関連の物を含むのか？ 
（8）「燃え殻」の発生業種は？ 

 

序章 

序-5 ページ 
「・・・環境負荷低減に向け、排ガスの処理を見直したため・・・」
とあるが見直し後の「湿り排ガス量」が増加してしまうのでは「環境
負荷削減」にならないのではないか？ 
 

 

序章 

序-7 ページ 
変更後のフロー図において「燃え殻と流動媒体の 2 系列」で埋立する
フローとなっているが、「燃え殻と流動媒体」は炉内で分離できるの
か？ 

 
序章 

序-10 ページ 
 排出濃度、硫黄酸化物、諸元 164ppm の濃度が、ｋ値 17.5 の規制基
準を満たしている根拠をお示し下さい。 

 
序章 

序-10 ページ 
 排出濃度、塩化水素、諸元 200mg/N ㎥だった値が、変更後の内容で
は諸元 56mg/N ㎥となっているが、どうしてなのか？ 

 

序章 

序-10 ページ 
 排出濃度、ダイオキシン類、ばいじん及び水銀の諸元が、それぞれ
0.1、0.04 及び 30 となっているが、これらは、規制基準と同一の数値
となっている。「・・・周辺への環境負荷低減に向け・・・」というこ
となら、排出基準値目いっぱいの諸元では問題があると考えます。再
検討をお願いします。 

対象事業 

の概要 

2-2 

2-13 ページ 
表 2-2-5 焼却物の組成中 
（1）廃油（特菅物）の発生業種は？放射性物質を含む廃油か？ 
（2）廃酸（特菅物）の発生業種は？放射性物質を含む廃酸か？ 
（3）廃アルカリ（特菅物）の発生業種は？放射性物質を含む廃アル

カリか？ 
（4）表には 18 種類の対象廃棄物が記載されているが、福島原発をは
じめとする原子力発電所関連の廃棄物も搬入・焼却処理される予定が
あるのか？ 

知事意見に対す

る事業者の見解 
7-2 

7-2 ページ番号エ 
排ガスに含まれる「臭気」の処理はどのようになっているのですか？ 

 7-2 
7-2 ページ番号キ 
 「・・・。発電した電力は、・・・、地域に貢献したいと・・・」と
ありますが、どのような貢献をしていただけるのですか？ 

 7-2 
7-2 ページ番号キ 
 「災害廃棄物について市と協議しています。」とあるが、熊谷市と
も協議しているのか？ 
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表 14-1(3) 意見の概要 

項目 項 意見の概要 

温室効果ガス等 9-14 

9-14-11 ページ 
「表 9-14-12 施設の稼働に伴う温室効果ガスの排出係数」について 
①活動区分「発電」の活動量が、「廃油」と記載されているが、この欄

は数量を記載するのでは？ 
②発電は、廃油を焼却処理する時のみ実施するという理解でよいの
か？ 

事業全体につい

て 
－ 

貴社が所在する御稜威ケ原工業団地周辺は、約 24 年前の環境庁（当
時）のダイオキシン類全国一斉調査により、ワースト 2 の汚染地域で
した。その原因は、廃棄物焼却炉をはじめとする焼却・燃焼施設の集
積が多いため、各施設が規制基準を満足しても周辺のダイオキシン類
の濃度が高くなってしまうとのことであったと記憶しています。風下
にあたる我々としては、またダイオキシン問題が発生するのではとの
危惧を抱いております。 

 － 

御稜威ケ原工業団地（熊谷工業団地）のダイオキシン類汚染問題が発
生した当時、セメント製造会社の煙突の高さが、今回貴社が計画して
いる煙突の高さと同じくらいであったと思います。当時は、セメント
焼却臭を強く感じていたことを思い出しました。貴社が計画している
煙突の高さでは、三尻地区、籠原地区及び大麻生地区について、また
廃棄物焼却臭が強くなるのではないかと推測し、憂慮します。 

 － 

焼却臭・焦げ臭について 
 御稜威ケ原工業団地の風下側に自宅があるため、天候、風向等の状
況により、現在においても、焦げ臭？等の臭気を感知することがあり
ます。今後は、今まで以上に気を付けていこうと思っています。 

 － 

2020 年 11 月 6 日「2050 年までに脱炭素社会を実施」、また、2021 年
4 月 22 日「2030 年までに温室効果ガスの目標を 2013 年度比 46％削
減」を菅総理大臣が表明しています。今回の貴社の計画は、国の上記
表明と相容れない計画だと思います。貴社の計画（焼却）の再検討を
願っています。 

 － 

バグフィルターによる排ガス処理設備については、バグのメンテナン
ス、バグの交換等稼働休止の時間が多くあると聞いております。排ガ
ス処理設備については、周辺環境保全のためダブルで整備する必要が
あるのではないかと考えます。検討を依頼します。 

 － 

排ガス量、排ガス温度、排ガス吐出速度、硫黄酸化物濃度、窒素酸化
物濃度、ばいじん濃度、塩化水素濃度、ダイオキシン類濃度及び水銀
濃度について排ガスの常時監視自動測定装置（記録計装備のもの）の
設置が必要であると考えます。検討を依頼します。 
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第 15 章 準備書についての知事の意見 

     「（仮称）株式会社シタラ興産 レガリア 一廃・産廃処理施設整備事業に係る環境影響評価準

備書」（令和 4 年 4 月、株式会社シタラ興産）に関し、「埼玉県環境影響評価条例」第 8 条第 1

項の規定に基づき、埼玉県知事から提出された意見は、以下のとおりである。 

 

15-1 全般的事項 

   ア 国が 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュートラルを

目指すことを宣言している中で、本施設は 2050 年近くまで稼働すると想定されることから、

施設稼働方法の検討などにより環境中に排出される温室効果ガスの削減に最大限努めること。 

 

   イ 発電以外についても、廃熱のカスケード利用等の熱エネルギーの高効率利用について検討す

ること。 

 

   ウ 分散型エネルギー施設として地域の災害時のレジリエンスの強化等に資するような事業計

画を検討すること。 

 

エ 建設施設及び設備について、環境保全対策に関する最善技術の導入を検討し、環境負荷の低

減に努めること。 

 

オ 微小粒子状物質（PM2.5）対策の観点から、PM2.5 に対しても効果的なろ布や同じく PM2.5 も

測定可能な維持管理のためのモニターを選択し、ろ布の性能を担保すること。 

 

カ 集中豪雨の発生頻度が増えている状況を鑑み、油分や有害物質の流出対策など、供用後の持

続可能性を十分考慮した排水設備を導入すること。 

 

15-2 騒音・低周波音 

予測結果が環境保全目標を満足している場合であっても、事業による影響度合いが大きい項

目や当該環境保全目標に近い値が予測されている項目が見受けられる。予測の不確実性を考慮

し、施設の稼働により周辺環境に及ぼす影響を低減するよう努め、必要に応じて環境保全措置

を追加すること 

 

15-3 景観 

   ア 距離の景観については、植栽の伐採により、現在示されているイメージと異なる予測となる

部分があるため、予測イメージを実際の植栽の予定に合わせて訂正し、必要であれば環境保全

措置を追加すること。 

 

イ 植栽にあたっては、沿道緑地との連続性を考慮した上で、できる限り沿道から建物が遮蔽で

きるよう計画を検討すること。 

 

15-4 廃棄物等 

   ア 建設リサイクル推進計画に基づいて高い資源化率を設定しているが、県内の一般的な資源化

率よりかなり高い目標と思われる。評価書において、当該目標を達成するための取組や方法に

ついて、丁寧に記載すること。 

 

イ 主灰、飛灰については、資源化技術の動向等を考慮しながら、最終処分量の低減を検討する

こと。 
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第 16 章 第 14 章及び第 15 章の意見についての事業者の見解 

 16-1 環境の保全の見地からの意見に対する事業者の見解 

     第 14 章で示した“環境の保全の見地からの意見”に対する事業者の見解は、表 16-1-1(1)～

表 16-1-1(4)に示すとおりである。 

 

表 16-1-1(1) 環境の保全の見地からの意見に対する事業者の見解 

項目 項 意見の概要 事業者の見解 

事業計画 

全般 

－ 

 この地区は産廃業者が集中している。
設楽さんの現状の処理が今度の工場がで
きることにより何倍になるのか疑問を持
った。一つの地域に集中するのはよくな
い。今度の工場をさらに増設あるいは近
隣にさらに作っていくことはないのか。
将来に心配がある。 

弊社の受入数量としては、今回の施設
ができることにより、内製化の分を含め
受入量は現状の 2 倍位に推移する予定で
す。 
弊社といたしましては、地域に根付い

た処理施設は必要と考えており、今後の
社会情勢に応じて施設が増える可能性は
あります。 
その際には、一般廃棄物・産業廃棄物の
環境基準を満たした廃棄物処理施設作り
を目指してまいります。 

説明会資

料 

－ 

ページ 3～4 
 長期平均濃度の基準値と短期高濃度予
測の基準値の値が相違するが、何故なの
か？基準は一定ではないのか？基準値の
法的根拠を示してください。 
 騒音の基準等が 85 となっているが、単
位はなにか？「85」は非常に大きな騒音
であると思うが、こんな高い値の騒音の
基準があるのか？「85」の法的根拠を示
してください。 

 大気質に関する長期平均濃度と短期高
濃度予測の基準値は、環境基本法に基づ
く環境基準としています。 
 
 単位は dB（デシベル）となります。85
ｄB は騒音規制法に示される特定建設作
業騒音に係る規制基準となります。 

 － 
ページ 6 
 臭気の基準等の単位はなにか？法的根
拠を示してください。 

 悪臭防止法に基づく臭気指数となりま
す。単位はありません。 

 － 

ページ 9 
 焼却灰・飛灰 10,405t/年発生すると記
載されているが、年間において焼却処分
する廃棄物量はどのくらいになるのか？ 
 温室効果ガス等の排出量 89,068t とあ
るが、これは年間か、日間か？ 

230t/日×330 日＝75,900ｔ/年となり
ます。 
 

温室効果ガス排出量は年間となります。 

 － 

説明会場において代表取締役設楽竜也氏
から、「・・・ふたりの子供をかかえてい
る。当施設が迷惑施設とならないように
100 億円かけて対応して行きたい・・・」
との発言がありました。100 億円は、公
害防止・環境保全のみに投資する金額な
のでしょうか？ 

工場建設に係る銀行からの融資総額が
100 億円となっております。 
環境影響調査費用や産業廃棄物許可取得
費用、国の定めた基準値及び埼玉県条例
に適した施設作りに係る建設費用とプラ
ント費用なっております。 

 － 

41.5ｍの煙突から排出される物質の最
大着地濃度出現距離は、約 800ｍとのこ
とでしたが、算出根拠となる計算書をお
示しください。 
 排ガス温度、排ガス流量、有効煙突高
等初心者にも理解できるよう御配慮下さ
い。 

 大気質を含め、各予測の手法は準備書
に記載しております。 
 排ガス温度、排ガス流量により排ガス
が上る高さが有効煙突高さとなります。 
 そこから、風向・風速等の各種条件に
より拡散の計算を行います。これらの計
算を 1 年間の気象条件すべてに対して行
い、各予測結果を合計して最も濃度が高
くなる地点が最大着地濃度出現地点とな
ります。予測手法、計算式、設定条件等
は準備書 P9-1-62～P9-1-82 に記載がご
ざいます。 
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表 16-1-1(2) 環境の保全の見地からの意見に対する事業者の見解 

項目 項 意見の概要 事業者の見解 

説明会資

料 － 

「レガリア」の意味をお知らせ下さい。  象徴を意味しており、日本では三種の
神器の事を指しております。 
弊社では、選別・破砕・焼却と考えてお
ります。 

事業計画

全般 

序章 

序-5 ページ 
（1）焼却処理する廃棄物として、「金属

くず、ガラスくず、コンクリートく
ず及び陶器くず」とあるが焼却可能
か？ 

（2）「汚泥」の発生業種は？ 
（3）「感染性廃棄物」の具体的物品名は

何か？ 
（4）「廃油」の発生業種は？ 
（5）「廃酸」の発生業種は？ 
（6）「廃アルカリ」の発生業種は？ 
（7）「がれき類」の発生業種は？「がれ

き類」の発生場所については、福島
原発事故関連の物を含むのか？ 

（8）「燃え殻」の発生業種は？ 

金属・ガラスくずコンクリートくず及
び陶磁器くずに関しては、その品目単品
ではなく付着している物や缶詰等の容器
を想定しております。 
弊社で取り扱う品目に関しては、廃棄

物が発生するすべての業種が対象となり
ます。 
国の指定している指定廃棄物に関して
は、現状受け入れる予定はありません。 

 序章 

序-5 ページ 
「・・・環境負荷低減に向け、排ガスの
処理を見直したため・・・」とあるが見
直し後の「湿り排ガス量」が増加してし
まうのでは「環境負荷削減」にならない
のではないか？ 
 

 排ガス中の有害物質の排出基準値を見
直した結果、使用する薬剤の噴霧量が増
加したため、噴霧に使用する空気も増加
しており、その分排ガス量が増加してい
ます。排ガス量は微増していますが、排
ガス中の有害物質量は減少していますの
で十分に環境負荷の低減になると考えま
す。 

 序章 

序-7 ページ 
変更後のフロー図において「燃え殻と流
動媒体の 2 系列」で埋立するフローとな
っているが、「燃え殻と流動媒体」は炉内
で分離できるのか？ 

焼却炉下部から排出された燃え殻を含む
流動媒体は振動ふるいで燃え殻と流動媒
体に分離されます。 

 序章 

序-10 ページ 
 排出濃度、硫黄酸化物、諸元 164ppm の
濃度が、ｋ値 17.5 の規制基準を満たして
いる根拠をお示し下さい。 

大気汚染防止法に示される計算式により
算出した結果となります。 

 序章 

序-10 ページ 
 排出濃度、塩化水素、諸元 200mg/N ㎥
だった値が、変更後の内容では諸元
56mg/N ㎥となっているが、どうしてなの
か？ 

 大気質予測の中でどのような気象条件
でも環境基準を満足する為に、排ガス処
理を見直した結果 56mg/N ㎥へ変更させ
ていただきました。 

 序章 

序-10 ページ 
 排出濃度、ダイオキシン類、ばいじん
及び水銀の諸元が、それぞれ 0.1、0.04
及び 30 となっているが、これらは、規制
基準と同一の数値となっている。「・・・
周辺への環境負荷低減に向け・・・」と
いうことなら、排出基準値目いっぱいの
諸元では問題があると考えます。再検討
をお願いします。 

 予測においては、現状で考えられる最
も高い濃度で予測を行っており、その結
果環境基準等を達成する結果となってい
ます。 
 施設の運用にあたっては、排ガス処理
設備の適切な維持管理を行い、排ガス中
の大気汚染物質の低減を図ってまいりま
す。 
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表 16-1-1(3) 環境の保全の見地からの意見に対する事業者の見解 

項目 項 意見の概要 事業者の見解 

対象事業 

の概要 

2-2 

2-13 ページ 
表 2-2-5 焼却物の組成中 
（1）廃油（特菅物）の発生業種は？放射

性物質を含む廃油か？ 
（2）廃酸（特菅物）の発生業種は？放射

性物質を含む廃酸か？ 
（3）廃アルカリ（特菅物）の発生業種は？
放射性物質を含む廃アルカリか？ 

（4）表には 18 種類の対象廃棄物が記載
されているが、福島原発をはじめとする
原子力発電所関連の廃棄物も搬入・焼却
処理される予定があるのか？ 

弊社で取り扱う品目に関しては、廃棄
物が発生するすべての業種が対象となり
ます。 
 
国の指定している指定廃棄物に関して
は、現状受け入れる予定はありません。 

知事意見

に対する

事業者の

見解 

7-2 

7-2 ページ番号エ 
排ガスに含まれる「臭気」の処理はどの
ようになっているのですか？ 

受入ごみピットや汚泥ホッパ室内で発生
した臭気は燃焼空気として焼却炉に取り
込み、炉内で完全燃焼させることにより
廃棄物由来の臭気を除去しています。 

 7-2 

7-2 ページ番号キ 
 「・・・。発電した電力は、・・・、地
域に貢献したいと・・・」とありますが、
どのような貢献をしていただけるのです
か？ 

発電した電力に関しては、深谷市にある
電力供給会社様へ売電予定となっており
ます。地域の電力として使用していただ
けるように努力してまいります。 

 7-2 

7-2 ページ番号キ 
 「災害廃棄物について市と協議してい
ます。」とあるが、熊谷市とも協議してい
るのか？ 

弊社施設の設置が深谷市になりますの
で深谷市の担当者の方と打ち合わせを行
っております。まだ、施設がありません
ので口頭での打ち合わせとなっておりま
す。 
施設の許認可が埼玉県より下りましたら
詳細な協議を両市と進めてまいります。 

温室効果

ガス等 

9-14 

9-14-11 ページ 
「表 9-14-12 施設の稼働に伴う温室効
果ガスの排出係数」について 
①活動区分「発電」の活動量が、「廃油」

と記載されているが、この欄は数量を
記載するのでは？ 

②発電は、廃油を焼却処理する時のみ実
施するという理解でよいのか？ 

25,344,000（kWh/年）と記載すべき部
分の誤りでした。 
評価書にて修正させていただきます。大
変失礼いたしました。 

事業全体

について 

－ 

貴社が所在する御稜威ケ原工業団地周辺
は、約 24 年前の環境庁（当時）のダイオ
キシン類全国一斉調査により、ワースト
2 の汚染地域でした。その原因は、廃棄
物焼却炉をはじめとする焼却・燃焼施設
の集積が多いため、各施設が規制基準を
満足しても周辺のダイオキシン類の濃度
が高くなってしまうとのことであったと
記憶しています。風下にあたる我々とし
ては、またダイオキシン問題が発生する
のではとの危惧を抱いております。 

 排出ガスにおけるダイオキシン類の予
測結果は、環境基準を下回っております。 

また、施設の運用にあたっては、排ガ
ス処理設備の適切な維持管理を行い、排
ガス中の大気汚染物質の低減を図ってま
いります。 
 様々な問題が起きないよう細心の注意
を払い施設運営をしてまいります。 
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表 16-1-1(4) 環境の保全の見地からの意見に対する事業者の見解 

項目 項 意見の概要 事業者の見解 

事業全体

について 

－ 

御稜威ケ原工業団地（熊谷工業団地）の
ダイオキシン類汚染問題が発生した当
時、セメント製造会社の煙突の高さが、
今回貴社が計画している煙突の高さと同
じくらいであったと思います。当時は、
セメント焼却臭を強く感じていたことを
思い出しました。貴社が計画している煙
突の高さでは、三尻地区、籠原地区及び
大麻生地区について、また廃棄物焼却臭
が強くなるのではないかと推測し、憂慮
します。 

 排気筒より排出されるガスは、高温で
燃焼されたうえで、空気中で約 17,000 倍
に希釈されるため、影響は極めて小さい
と予測しております。 
また、適正な運転管理を行ってまいり

ます。 
  
 

 － 

焼却臭・焦げ臭について 
 御稜威ケ原工業団地の風下側に自宅が
あるため、天候、風向等の状況により、
現在においても、焦げ臭？等の臭気を感
知することがあります。今後は、今まで
以上に気を付けていこうと思っていま
す。 

 上記と同様になりますが、排気筒より
排出されるガスは、高温で燃焼されたう
えで、空気中で約 17,000 倍に希釈される
ため、影響は極めて小さいと予測してお
ります。 
また、適正な運転管理を行ってまいりま
す。 

 － 

2020 年 11 月 6 日「2050 年までに脱炭素
社会を実施」、また、2021 年 4 月 22 日
「2030 年までに温室効果ガスの目標を
2013 年度比 46％削減」を菅総理大臣が表
明しています。今回の貴社の計画は、国
の上記表明と相容れない計画だと思いま
す。貴社の計画（焼却）の再検討を願っ
ています。 

弊社の施設では単純に廃棄物を燃やす
のではなく、不用品又はリサイクルがこ
れ以上出来ない廃棄物を燃やす事でエネ
ルギーを抽出し、施設稼働の為の電力を
自社でまかない、余剰電力を売電してい
く設備となっております。 
 これまで単純に焼却されていた廃棄物
から電力を生み出すことは、左記の表明
に寄与するものと考えています。 

 － 

バグフィルターによる排ガス処理設備に
ついては、バグのメンテナンス、バグの
交換等稼働休止の時間が多くあると聞い
ております。排ガス処理設備については、
周辺環境保全のためダブルで整備する必
要があるのではないかと考えます。検討
を依頼します。 

弊社のバグフィルターは頂部がペントハ
ウス構造となっているので整備時に外部
を開放する必要がなく、ペントハウス内
部で整備が出来るようになっています。
そのため、外部へばいじんが漏洩するこ
となく短期間で整備作業が可能です。 
 また、ろ布の差圧や排ガス中ばいじん
濃度等の管理を行い、適切にメンテナン
スを計画することでバグフィルターの稼
働休止期間を最小限にすることが可能で
す。 
 従いまして、バグフィルターをダブル
にすることは必要ないと考えておりま
す。 

 － 

排ガス量、排ガス温度、排ガス吐出速度、
硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度、ばい
じん濃度、塩化水素濃度、ダイオキシン
類濃度及び水銀濃度について排ガスの常
時監視自動測定装置（記録計装備のもの）
の設置が必要であると考えます。検討を
依頼します。 

排ガス流量、排ガス温度、硫黄酸化物
濃度、窒素酸化物濃度、ばいじん濃度、
塩化水素濃度、一酸化炭素濃度について
分析計を設置し連続監視を行います。 
ダイオキシン類に関しては現時点で連

続測定を行う技術が確立していないた
め、通常時は一酸化炭素濃度を指標にし
て監視を行い、ダイオキシン類自体は法
令に基づいた頻度にて排ガスをサンプリ
ングし分析を行います。 
また、水銀濃度に関しても法令で定めら
れた頻度にて排ガスをサンプリングし分
析を行います。 
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 16-2 知事意見に対する事業者の見解 

     第 15 章で示した“知事意見”に対する事業者の見解は、表 16-2-1(1)～表 16-2-1(2)に示す

とおりである。 

 

表 16-2-1（1） 知事意見に対する事業者の見解 

番号 知事意見 事業者の見解 

1 全般的事項 

ア 国が 2050 年までに温室効果ガスの排出
を全体としてゼロにする、カーボンニュー
トラルを目指すことを宣言している中で、
本施設は 2050 年近くまで稼働すると想定
されることから、施設稼働方法の検討など
により環境中に排出される温室効果ガス
の削減に最大限努めること。 

 施設には高効率な発電設備や省エネ機器を可能な
限り選定するとともに、運用においても省エネを心掛
け、温室効果ガスの削減に最大限努めて参ります。 

イ 発電以外についても、廃熱のカスケード
利用等の熱エネルギーの高効率利用につ
いて検討すること。 

発電以外の廃熱利用については、今後検討を重ねてま
いります。 

ウ 

 

分散型エネルギー施設として地域の災
害時のレジリエンスの強化等に資するよ
うな事業計画を検討すること。 

 本施設で発電した電力は、地域の電力会社への送電
を予定しております。また、災害時等には、災害廃棄
物の受け入れができるよう市との協議を進めている
ことから、災害時には災害廃棄物の処理と地域発電を
同時に行う事業計画を検討しています。 

エ 建設施設及び設備について、環境保全対
策に関する最善技術の導入を検討し、環境
負荷の低減に努めること。 

建設施設及び設備については、環境保全対策に関する
最善技術の導入を可能な限り検討し、環境負荷の低減
に努めて参ります。 

オ 微小粒子状物質（PM2.5）対策の観点か
ら、PM2.5 に対しても効果的なろ布や同じ
く PM2.5 も測定可能な維持管理のための
モニターを選択し、ろ布の性能を担保する
こと。 

 微小粒子状物質（PM2.5）については、PM2.5 に効果
的なろ布の選定を行います。 
 PM2.5 に関してはバグフィルタの後段に 0.3μm 以
上の粒子が測定可能なばいじん計を設置することで
ろ布の性能に問題がないことを確認します。 

カ 集中豪雨の発生頻度が増えている状況
を鑑み、油分や有害物質の流出対策など、
供用後の持続可能性を十分考慮した排水
設備を導入すること。 

 廃棄物は建屋内に保管し流出を防止するとともに、
敷地境界付近に雨水用の側溝及び溜桝を設置して内
部からの流出及び外部からの流入を防止する計画と
しています。 

2 騒音・低周波音 

予測結果が環境保全目標を満足している場合で
あっても、事業による影響度合いが大きい項目や
当該環境保全目標に近い値が予測されている項目
が見受けられる。予測の不確実性を考慮し、施設
の稼働により周辺環境に及ぼす影響を低減するよ
う努め、必要に応じて環境保全措置を追加するこ
と。 

 施設の運用においては、周辺環境への配慮を最大限
に行い、環境負荷の低減に努めて参ります。また、必
要に応じて追加の環境保全措置を検討します。 

3 景観 

ア 近距離の景観については、植栽の伐採に
より、現在示されているイメージと異なる
予測となる部分があるため、予測イメージ
を実際の植栽の予定に合わせて訂正し、必
要であれば環境保全措置を追加すること。 

 近距離の景観について、既存植栽の伐採を考慮した
予測を行い、予測イメージを訂正しました。 
 緑地については、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる
条例」に基づく県との協議結果により、必要な緑地を
設置します。 

イ 植栽にあたっては、沿道緑地との連続性
を考慮した上で、できる限り沿道から建物
が遮蔽できるよう計画を検討すること。 

 植栽にあたっても、「ふるさと埼玉の緑を守り育て
る条例」に基づく県との協議結果により、緑地の設置
を行います。可能な範囲での植栽を検討しますが、埼
玉県景観計画に基づき、色彩の制限基準を順守する等
により景観配慮を行います。 
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表 16-2-1（2） 知事意見に対する事業者の見解 

番号 知事意見 事業者の見解 

4 廃棄物等 

ア 建設リサイクル推進計画に基づいて高
い資源化率を設定しているが、県内の一般
的な資源化率よりかなり高い目標と思わ
れる。評価書において、当該目標を達成す
るための取組や方法について、丁寧に記載
すること。 

 国の建設リサイクル推進計画に準拠することを再
優先に考え、目標を設定しました。 
 目標達成のためには、自社の施設を用いた徹底的な
分別を行います。また、再利用・再資源化できない廃
棄物は、可能な限りサーマルリサイクルを行い、リサ
イクル率を高めます。 

イ 主灰、飛灰については、資源化技術の動
向等を考慮しながら、最終処分量の低減を
検討すること。 

 自社が持つ廃棄物処理のネットワークを活用して
資源化技術の最新動向を把握し、可能な範囲での導入
を行い、最終処分量の低減に努めて参ります。 

 

 

 


